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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水平に回転可能な第１アームと、前記第１アームの先端に前記第1アームの回転軸と平行
な軸に回転支持された回転可能な第２アームと、少なくとも２つの駆動源と、前記第２ア
ームの先端部に前記第２アームの回転軸と平行な軸に回転可能なフランジと、前記フラン
ジにワーク把持部とを備え、前記第１アームの回転軸と前記平行な軸に第１の減速機と第
２の減速機を備え、
前記第一の減速機と前記第二の減速機がそれぞれ駆動源と連結し、
第一駆動源により第一の減速機が動作し、
第二駆動源により第二の減速機が動作し、かつ、前記第１の減速機に従動して第２の減速
機が動作することを特徴とするワーク搬送ロボット。
【請求項２】
前記ハウジング回転軸に平行な軸に回転可能なリンクを有し、前記リンク他端に前記ハウ
ジング回転軸に前記平行な軸に回転可能に取り付けられ、前記フランジを有することで、
前記ハウジングの回転で前記フランジを回転可能なことを特徴とする請求項１記載のワー
ク搬送ロボット。
【請求項３】
前記第１アームの基端にワーク搬送方向と直角かつ垂直方向に移動可能な機構を備えたこ
とを特徴とする請求項１または２に記載のワーク搬送ロボット。
【請求項４】
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前記フランジ回転軸に直角な軸に回転可能な前記ワーク把持部を持つことで、搬送ワーク
を傾斜させることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載のワーク搬送ロボッ
ト。　　
【請求項５】
水平に回転可能な第１アームと、前記第１アームの先端に前記第1アームの回転軸と平行
な減速機構を備えた軸に回転支持された回転可能な第２アームと、少なくとも２つの駆動
源と、前記第２アームの先端部に前記第２アームの回転軸と平行な軸に回転可能なフラン
ジと、前記フランジにワーク把持部とを備え、前記減速機構は、第１減速機と第２減速機
から構成され、
前記第一の減速機と前記第二の減速機がそれぞれ駆動源と連結し、
第一駆動源により第一の減速機が動作し、
第二駆動源により第二の減速機が動作し、かつ、第１減速機の出力が第２減速機に伝達さ
れ前記第１の減速機に従動して第２の減速機が動作することを特徴とするワーク搬送ロボ
ット。
【請求項６】
前記第１減速機および前記第２減速機を駆動する電動機が前記第１アーム上面に備えられ
たことを特徴とする請求項５記載のワーク搬送ロボット。
【請求項７】
水平に回転可能な第１アームと、前記第１アームの先端に前記第1アームの回転軸と平行
な軸に回転支持された回転可能な第２アームと、少なくとも２つの駆動源と、前記第２ア
ームの先端部に前記第２アームの回転軸と平行な軸に回転可能なフランジと、前記フラン
ジにワーク把持部とを備え、前記減速機構は、第１減速機と第２減速機から構成され、
前記第一の減速機と前記第二の減速機がそれぞれ駆動源と連結し、
第一駆動源により第一の減速機が動作し、
第二駆動源により第二の減速機が動作し、かつ、第１減速機の出力が第２減速機に伝達さ
れ前記第１の減速機に従動して第２の減速機が動作することにより、前記第２減速機構の
入力シャフトの回転数は前記従動回転に相当する回転速度を加算されたものであることを
特徴とするワーク搬送ロボットの搬送方法。
【請求項８】
前記第２アームの回転角度は、前記第１減速機の回転角度と前記第２減速機の回転角度を
加算した値であることを特徴とする請求項７記載のワーク搬送ロボットの搬送方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレス間のワークを搬送するロボットに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　従来のワーク搬送装置は、プレス間搬送システムに代表される大型ワークを高速に搬送
するためにプレス機と搬送装置を一体型としたトランスファープレスシステムがある。こ
の場合、プレス機とワーク搬送装置とが一体型となるため、メンテナンス性、汎用性に欠
け、装置自体が大型化する問題が生じていた。これらの課題を解消するために、プレス機
間に搬送ロボットを配置してシステムを構成することが提案されている（例えば、特許文
献１、特許文献２参照）。
　第１のワーク搬送ロボットは、従来の汎用ロボットの手首に設けられた第1アームと、
第1アームを、第1アームの基端部を回転中心として回転駆動する駆動源と、其端部が、第
１アームの先端部に回転可能に連結され、第1アームの回転に連動して回転し、先端側に
保持手段が設けられる第２アームを有し、ロボット手首を水平に一方側から他方側に直線
移動させながら、第１アームをその基端部を中心として第１の回転方向に回転させ、これ
に連動して第２アームをその基端部を中心として第１の回転方向とは反対方向の第２の回
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転方向に回転させ、保持手段によって保持された被搬送物を直線状に搬送していた。
　また、第２のワーク搬送ロボットは、ワーク搬送方向と平行かつ水平に回動可能で、ま
た、搬送方向中心に対し対象に配置された２つの第１アームと、第１アームのそれぞれの
他端に回転支持され、ワーク搬送方向と平行かつ水平に回動可能な２つの第２アームを持
つ水平多関節型のタンデムプレス専用ロボットである。
【特許文献１】特開２００１－２８７１８７号公報
【特許文献２】特開２００７－２１６２５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　近年、ワーク搬送ロボットが搬送するワークは大型化が進む一方、スループットを向上
させるために、ワーク搬送ロボットには、ワークを落下させることなく、所定の場所へ速
く運ぶことが要求されている。このように大型化するワークを速く搬送することは、ワー
クの重量が大きくなるのに対して高速化することで、それだけワーク搬送ロボットには、
大きな出力が要求されることになる。しかし、工場では複数のラインを配置したいがため
にワーク搬送ロボットのフットプリントを小さくしたいという要望があり、小さなロボッ
トで大きな出力が得たいといった相反する要求がある。
　これに対して従来の第１のワーク搬送ロボットでは、リンク機構の第１アームと第２ア
ームを駆動源１個で連動して動作させるため、ワークの大型化、高速化に伴い、駆動源が
大型化となり、それを保持するロボット自体も大型化するといった問題があり、ワーク搬
送ロボットのフットプリントを小さくできないといった問題が生じていた。仮にワーク搬
送ロボットを大きくしないとワークサイズの制限が加えられるとともに、高速搬送でない
という問題が生じていた。
　また、従来の第２のワーク搬送ロボットでは、水平第1アームの動作角θに比べ水平第
２アームの動作角が２θと倍になるため、ワークの大型化、高速搬送化をするために駆動
モータおよび減速機が大型化する必要があるが、減速機は大型化する程に許容最高回転数
が低くなるので、水平第２アームの回転数が問題となり高速搬送することができないとい
う問題があった。
　本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、ワーク搬送ロボットを大型化
することなく、高速搬送を可能とするハンドリングロボットを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上記問題を解決するため、本発明は、次のように構成したのである。
　請求項１に記載の発明は、水平に回転可能な第１アームと、前記第１アームの先端に前
記第1アームの回転軸と平行な軸に回転支持された回転可能な第２アームと、少なくとも
２つの駆動源と、前記第２アームの先端部に前記第２アームの回転軸と平行な軸に回転可
能なフランジと、前記フランジにワーク把持部とを備え、前記第１アームの回転軸と前記
平行な軸に第１の減速機と第２の減速機を備え、前記第一の減速機と前記第二の減速機が
それぞれ駆動源と連結し、第一駆動源により第一の減速機が動作し、第二駆動源により第
二の減速機が動作し、かつ、前記第１の減速機に従動して第２の減速機が動作することを
特徴とするワーク搬送ロボットである。
　また、請求項２に記載の発明は、記ハウジング回転軸に平行な軸に回転可能なリンクを
有し、前記リンク他端に前記ハウジング回転軸に前記平行な軸に回転可能に取り付けられ
、前記フランジを有することで、前記ハウジングの回転で前記フランジを回転可能なこと
を特徴とするワーク搬送ロボットである。
　また、請求項３に記載の発明は、前記第１アームの基端にワーク搬送方向と直角かつ垂
直方向に移動可能な機構を備えたことを特徴とするワーク搬送ロボットである。
　また、請求項４に記載の発明は、前記フランジ回転軸に直角な軸に回転可能な前記ワー
ク把持部を持つことで、搬送ワークを傾斜させることを特徴とするワーク搬送ロボットで
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ある。
　また、請求項５に記載の発明は、水平に回転可能な第１アームと、前記第１アームの先
端に前記第1アームの回転軸と平行な減速機構を備えた軸に回転支持された回転可能な第
２アームと、少なくとも２つの駆動源と、前記第２アームの先端部に前記第２アームの回
転軸と平行な軸に回転可能なフランジと、前記フランジにワーク把持部とを備え、前記減
速機構は、第１減速機と第２減速機から構成され、前記第一の減速機と前記第二の減速機
がそれぞれ駆動源と連結し、第一駆動源により第一の減速機が動作し、第二駆動源により
第二の減速機が動作し、かつ、第１減速機の出力が第２減速機に伝達され前記第１の減速
機に従動して第２の減速機が動作することを特徴とするワーク搬送ロボットワーク搬送ロ
ボットである。
　また、請求項６に記載の発明は、前記第１減速機および前記第２減速機を駆動する電動
機が前記第１アーム上面に備えられたことを特徴とするワーク搬送ロボットワーク搬送ロ
ボットである。
　また、請求項７に記載の発明は、水平に回転可能な第１アームと、前記第１アームの先
端に前記第1アームの回転軸と平行な軸に回転支持された回転可能な第２アームと、少な
くとも２つの駆動源と、前記第２アームの先端部に前記第２アームの回転軸と平行な軸に
回転可能なフランジと、前記フランジにワーク把持部とを備え、前記減速機構は、第１減
速機と第２減速機から構成され、前記第一の減速機と前記第二の減速機がそれぞれ駆動源
と連結し、第一駆動源により第一の減速機が動作し、第二駆動源により第二の減速機が動
作し、かつ、第１減速機の出力が第２減速機に伝達され前記第１の減速機に従動して第２
の減速機が動作することにより、前記第２減速機構の入力シャフトの回転数は前記従動回
転に相当する回転速度を加算されたものであることを特徴とするワーク搬送ロボットの搬
送方法である。
　また請求項８に記載の発明は、前記第２アームの回転角度は、前記第１減速機の回転角
度と前記第２減速機の回転角度を加算した値であることを特徴とするワーク搬送ロボット
の搬送方法である。
 
【発明の効果】
【０００５】
 本発明によると、水平第２アームの動作角をたとえば、２つの減速機を直列に配置した
ような２つの出力を備えた減速機構で構成したことにより、減速機１個の場合に比べ、減
速機１個当りの回転角を半減することができ、許容回転速度を低下させることなく動作で
きるので高速搬送することができる。
  また、高速化するために高トルク化する必要があったが、減速機１個あたりの回転角を
半減できるので高速化が容易となり、駆動源を２つ使用して各々の減速機を駆動するよう
にしているので、減速機構自体は大きくする必要がなく、ロボットの大型化を抑制するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。本実施例では、プレス間で
ワークを搬送するワーク搬送ロボットを例に説明するが、これに限定されるものではない
。
【実施例１】
【０００７】
　図１は、本発明の実施の一形態であるワーク搬送ロボット１を備える搬送システム図で
ある。図１において、ワーク搬送ロボット１は上流プレス２と下流プレス３の間に設けら
れた梁４に設置され、上流プレス２で打ち抜かれたワーク５を、ワーク搬送ロボット１が
、下流プレス２へと搬送する。
　図２はワーク搬送ロボット１の（ａ）正面断面図、（ｂ）側断面図、（ｃ）底面図であ
る。図２において、ベース６は梁４に固定され、ベース６には垂直方向に設置されたモー
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タ７とモータを介して駆動するボールネジ８を有し、記ボールネジ８の駆動によって垂直
方向に移動可能な旋回ベース９を有する。旋回ベース９には、ワーク搬送方向と平行かつ
水平に回転可能な第１アーム１０を有し、第１アーム１０には、第１モータ１４および第
２モータ１８が第１アーム上面に出力軸を第１アーム１０内に差し込むように取り付けら
れている。また、第１アーム１０の先端には、第１減速機１６および第２減速機２０を介
して、第２アーム１７が取り付けられている。第２アーム１７の先端には、ワーク搬送方
向と平行かつ水平に回転可能なフランジ２１を有し、ハウジング１３とフランジ２１は、
ハウジング１３の回転軸と平行で距離Ｌだけ離れた回転軸２２と、フランジ２１の回転軸
と平行で距離Ｌだけ離れた回転軸２３で回転可能なリンク２４によって連結されている。
フランジ２１は、ワーク把持部２５を有し、ワークを把持する。
　図３を用いて第１減速機１６および第２減速機２０の構成について説明する。第１モー
タ１４に取り付けられたプーリと第１のベアリング３１で回転自在に支持された第１シャ
フト３２に取り付けられた第１プーリ３３が第１ベルト１５で連結され、第１シャフト３
２に備えられた歯車は第１減速機１６の第１入力歯車３４と噛み合い、第１シャフト３２
の回転速度は第１減速機１６で減速され、第１ハウジング１３ａより出力される。第１ハ
ウジング１３ａは不図示の連結部材３９に取り付けられるとともに、第２減速機２０に取
り付けられている。つまり、第２減速機２０は第１減速機１６の回転により従動回転する
ものである。
　また、第２モータ１８に取り付けられたプーリと第２ベアリング３５で回転自在に支持
された第２シャフト３６に取り付けられた第２プーリ３７が第２ベルト１９で連結され、
第２シャフト３６に備えられた歯車は、第２減速機２０の第２入力歯車３８と噛み合い、
第２シャフト３６の回転速度は第２減速機２０で減速され、第２ハウジング１３ｂより出
力される。第２ハウジング１３ｂは第２アーム１７が取り付けられている。
　また、第１シャフト３２は、第２プーリ３７の内径に設けられた軸受４１で回転自在に
支持され、第１シャフト３２と第２シャフト３６は独立して回転することが可能である。
　第１減速機および第２減速機の構成については詳細な説明をしていないが、具体的には
差動減速機の出力軸を入力軸として用い、ハウジングを出力とするように形成している。
ここで、減速機に差動減速機を例に用いたが、平歯車の多段減速機や遊星減速機構や他の
減速機構でも良く限定されるものではない。
【０００８】
　次に動作について図２および図３を用いて説明する。第１アーム１０はモータ１１を駆
動源とし、減速機１２を介して第１アーム１０を旋回させる。
　次に、第１モータ１４の回転は、第１ベルト１５を介して第１プーリ３３を回転させ、
第１プーリ３３が取り付けられている第１シャフト３２が回転し、第１シャフト３２先端
に備えられた歯車から第１減速機１６の第１入力歯車３４に伝達され、第１減速機１６で
減速され、ハウジング１３ａから連結部材３９および第２減速機２０へ伝達される。第２
減速機２０は第１減速機１６の回転により従動回転する。また、連結部材３９は第２ハウ
ジング１３ｂの回転により回転し、回転軸２２に伝達する。回転軸２２の回転はリンク２
４に伝達され、回転軸２３が回転し、連結部材４０を介してフランジ２１に伝達される。
　また、第２モータ１８の回転は、第２ベルト１９を介して第２プーリ３７を回転させ、
第２プーリ３７が取り付けられている第２シャフト３６が回転し、第１シャフト３６先端
に備えられた歯車から第１減速機２０の第１入力歯車３８に伝達され、第１減速機２０で
減速され、ハウジング１３ｂから第２アーム１７へ伝達される。
　第２アーム１７の回転角度は、第１モータ１４および第２モータ１８の回転角度を第１
減速機１６および第２減速機２０で減速された回転角度を足し合わせた値で求められる。
また、第２シャフト３６の回転速度は、第２減速機２０が第１減速機１６の回転により従
動回転するために、第１減速機１６の出力回転速度を足し合わせた速度となる。
【０００９】
　次に、プレス間搬送を例にワークの搬送について図４を用いて説明する。上流プレス２
のワーク５の吸着点水平位置まで把持部２５が移動する際に、第１アーム１０は移動角θ
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１だけ回転し、第１ハウジング１３ａが、第１アーム１０とは反回転方向にθ２だけ回転
し、第２アーム１７が第２ハウジング１３ｂの回転方向にθ３だけ回転する。また、フラ
ンジ２１は、リンク２４により、第１ハウジング１３ａと回転自由に連結されているため
、第２アーム１７に対して、第２アーム１７の回転方向と反回転方向にθ２だけ回転する
。
　また、ベース９が下降することでワーク吸着点まで、ワーク把持部２５が移動し、ワー
ク５を吸着し、ベース９が上昇することでワーク５を持ち上げる。
　持ち上げられたワーク５は、第１アーム１０の回転軸に平行でワーク搬送方向に垂直な
面に対して対象運動することで、下流プレス３の開放位置にワークを投入する。
【００１０】
　このように、第１アーム１０に対する第２アーム１７の回転角が第１減速機１６および
第２減速機２０の回転角θ２とθ３の和として求められるため、従来の減速機１個で回転
角（θ２＋θ３）を回転させる場合に比べ、減速機１個当たりの回転数を半減することが
でき、高速搬送が可能となる。
　また、第１ハウジング１３ａはリンク２４を介して、フランジ２１を回転可能であるた
め、ワーク５をワーク垂直軸回りに回転可能であり、従来、フランジ１３を回転させるの
に必要となる駆動源および減速機を廃することが可能となり、プレス金型内に進入する先
端部をスリム化することが可能となる。
【実施例２】
【００１１】
　図５は、本発明の実施にさらに他の形態のワーク搬送ロボット２６の構成を示す（ａ）
正面断面図、（ｂ）側断面図、（ｃ）底面図である。ワーク搬送ロボット２６は基本的に
は実施例１と同じ構成であるので、同様な箇所については説明を省略し、異なる部分につ
いて説明する。
　フランジ２１に、フランジ２１の回転軸と直角軸に回転可能なワーク把持部２７を有し
、ワーク把持部２７は、第２アーム１７に設置されたモータ２８を駆動源とし、ベルト２
９と減速機３０を介し、駆動させる。
　このように、ワーク把持部２７が、フランジ２１の回転軸と直角方向に回転可能である
ため、必要に応じてワーク５を傾斜させることが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００１２】
　本発明のワーク搬送ロボットはプレス間搬送に限らず、ワークを把持し搬送するハンド
リングロボット用途にも適応できる。また上下反転させ、ワーク把持部を取り換えること
で、ワークを救い上げて搬送することができるので、液晶ガラス搬送ロボットという用途
にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施例を示すワーク搬送システム図
【図２】本発明の第１実施例を示すワーク搬送ロボット正面断面図、側面断面図、底面図
【図３】本発明の第１実施例を示す減速機構の正面断面図
【図４】本発明の第１実施例を示すワーク搬送ロボット動作図
【図５】本発明の第２実施例を示すワーク搬送ロボット正面断面図、側面断面図、下面図
【符号の説明】
【００１４】
・　２６　ワーク搬送ロボット
２，３　プレス
４　梁
５　ワーク
６，９　ベース
７，１１，１４，１８，２８　モータ
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１２，１６，２０，３０　減速機
１０，１７　アーム
１３　ハウジング
２１　フランジ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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